
議案第３号 

 

専決処分の承認について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

報告し、承認を求める。 

 

平成 31 年４月３日提出 

 

葉山町長 山 梨 崇 仁 



専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 

葉山町税条例の一部を改正する条例 

 

   （別 紙） 

 

  平成 31 年３月 29 日 

 

葉山町長 山 梨 崇 仁 

 

 

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成 31年法律第２号）が本年３

月 29日に公布され、同年４月１日から施行されることから、本町にお

いても所要の改正を行う必要があり、事務作業、議会日程等を勘案し、

議会を招集する時間的余裕がないことから、専決処分するものであり

ます。 



葉山町条例第 号 

  

葉山町税条例の一部を改正する条例 

 

葉山町税条例（昭和50年葉山町条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 附則第 16 項から第 18 項までを削り、附則第 19 項中「第 30 条第６項第１号」

を「第 30 条第２項第１号」に、「左」を「左欄」に改め、同項を附則第 16 項と

し、附則第 20 項中「第 30 条第７項第１号」を「第 30 条第３項第１号」に改め、

「三輪以上の軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるもの

に限る。以下この項及び次項において同じ。）」を加え、同項を附則第 17 項と

し、附則第 21 項中「第 30 条第８項第１号」を「第 30 条第４項第１号」に改め、

同項を附則第 18 項とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の葉山町税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、

平成 31 年度分の軽自動車税について適用し、平成 30 年度分までの軽自動車税

については、なお従前の例による。 



 

 

条例の概要 
 

 

 題 名 

葉山町税条例の一部を改正する条例 

 

１ 趣 旨 

  地方税法（以下「法」という。）の改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

 

２ 内 容 

  軽自動車税の税率の特例に用いる三輪以上の軽自動車を規定している法附則第

30 条の改正に伴い、当該規定を引用している条例の規定を改正することとした。 

 

３ 施行期日 

（１）この条例は、平成 31 年４月１日から施行することとした。 

（２）この条例は、平成 31 年度分の軽自動車税について適用し、平成 30 年度分まで

の軽自動車税については、なお従前の例によることとした。 
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葉山町税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○葉山町税条例 ○葉山町税条例 

昭和50年12月26日条例第25号 昭和50年12月26日条例第25号

附 則 附 則 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

15 （略） 15 （略） 

 16 法附則第30条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に

対する第28条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日

から平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合におい

て、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

    第28条第２号ア 3,900円 1,000円  

   6,900円 1,800円  

   10,800円 2,700円  

   3,800円 1,000円  

   5,000円 1,300円  

 17 法附則第30条第４項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項、第20項及び

第21項において同じ。）に対する第28条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合において、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

    第28条第２号ア 3,900円 2,000円  

   6,900円 3,500円  

   10,800円 5,400円  

   3,800円 1,900円  

   5,000円 2,500円  
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改正後 改正前 

 18 法附則第30条第５項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第28条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成29年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

    第28条第２号ア 3,900円 3,000円  

   6,900円 5,200円  

   10,800円 8,100円  

   3,800円 2,900円  

    5,000円 3,800円  

16 法附則第30条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に

対する第28条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年４月１日

から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において

は平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日か

ら平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合においては

平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

19 法附則第30条第６項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に

対する第28条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年４月１日

から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において

は平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日か

ら平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合においては

平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

17  法附則第30条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次

項において同じ。）に対する第28条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合においては平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車

が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合においては平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

20 法附則第30条第７項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に

対する第28条の規定の適用については、当該軽自動車が平成29年４月１日

から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において

は平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日か

ら平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合においては

平成31年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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改正後 改正前 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

18  法附則第30条第４項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第28条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合においては平成30年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合においては平成31年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

21 法附則第30条第８項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第28条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合においては平成30年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合においては平成31年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

  

 


